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事例１．意匠に係る物品：包装用容器、意匠権者：株式会社エフピコ

①基礎意匠・全体意匠

第1694813号

出願日：2021/03/24

登録日：2021/08/25

②①を本意匠とする関連意匠・部分意匠

第1712186号

出願日：2021/10/18

登録日：2022/03/31

③②を本意匠とする関連意匠・部分意匠

第1712188号

出願日：2021/12/10

登録日：2022/03/31

④②を本意匠とする関連意匠・部分意匠

第1729773号

出願日：2022/02/15

登録日：2022/11/04

・内かん合仕様の刺身容器と思しき包装用容器であり、蓋をしたときに高いかん合性を実現。（株式会社エフピコのカタログより）

部分意匠で権利範囲となっている部分における形状が、外観の美感のみならず技術的製品優位性を保つ部分になっている。

・下記のように法改正により拡充された関連意匠制度を活用し、部分意匠制度も活用することで、より広い権利範囲を実現している。
2018年5月1日以降の出願は、全体意匠を本意匠とする部分意匠の関連意匠出願が可能（本事例では①全体意匠を本意匠として②部分意匠を関連意匠出願）

2020年4月1日以降の出願は、本意匠の意匠公報発行後も、基礎意匠の出願から10年以内に関連意匠出願が可能（本事例では①の登録公報発行後に②を出願）

2020年4月1日以降の出願は、関連意匠にのみ類似する関連意匠も登録可能（本事例では①の関連意匠である②を本意匠として③④を関連意匠出願）

※②③④赤色に着色された部分を除く部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分

さらに形状が異なる容器２種について②の関連意匠として部分意匠を順次出願①の登録後、蓋とのかん合に係る部分について、

①の関連意匠として部分意匠を出願

最初に全体意匠を出願
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